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新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用と体温測定の実施にご理解、
ご協力をお願いします。お出かけ前に、ご自宅で体温を測定し、37.5℃以上ある場
合のほか、咳症状や倦怠感などがある場合は、相談を見合わせてください。

問 ☎

－ 農林水産課・お茶振興課からのお知らせ

補助事業名 内　容 要　件 補助率 補助額単価 担　当

中山間地域
等直接支払
事業

景観の維持・荒廃農地の発
生防止のため、傾斜地で耕
作を行う農業者に対して交
付するもの
［令和３年度実績］
  参加集落数：７集落
  参加者数：37人
  交付金額計：187万円

①旧榛原町地区
②平均斜度15度以上の畑

［国］
２分の１
［県］
４分の１
［市］
４分の１

要件により異
なるため詳細
はお問い合わ
せください

農林水産課
農地農政係
☎532618

荒廃農地再
生・集積促
進事業費補
助金

景観の悪化や病害虫の発生
を助長するなど、周辺農地
へ悪影響を及ぼす恐れのあ
る荒廃農地を解消するため
のもの

①市の調査により指定を受け 
た荒廃農地　②事業実施者が
認定農業者などであること　
③農振農用地（青地）　④10
ａ当たりの事業費が10万円以
上かつ総事業費200万円未満
⑤中間管理機構を活用した貸
借契約を６年以上結ぶ

［市］
２分の１
（別に県２
分の１の補
助有）

10ａ当たりの
事業費が10万
円以上かつ総
事業費200万
円未満

野生鳥獣被
害防除設備
設置事業費
補助金

農業被害を防止するために
設置する柵などの購入経費
を補助するもの（ワイヤー
メッシュ柵や電気柵など）

①市内農地において営農し、
収入を得ている農業者　②購
入前に申請書を提出

購入経費
２分の１
以内

上限５万円
農林水産課
特産係
☎532618鳥獣被害防

止総合対策
交付金

農業被害を防止するために
設置する柵などの購入経費
を補助するもの（ワイヤー
メッシュ柵や電気柵など）

①３戸以上の農家　②事業前
年度の９月末までに要望書を
提出し、事前に補助金の審査
を受けること

購入経費
10分の10

上限単価あり
詳細はお問い
合わせくださ
い

茶園集積推
進事業

農地中間管理機構から借り
受けた農地の茶樹に対して
行う中切り・台切り、畝方
向の統一などの改良経費へ
支援するもの

農業経営を行う茶工場、茶工
場の中心となる担い手（個人
可）　＊認定農業者

［県］
２.５万円／
10ａ
［市］
２.５万円／
10ａ

５万円／10ａ
（定額）

お茶振興課
お茶振興係
☎532621

茶複合経営
推進事業
「茶＋α」

茶園から他の農作物への転
換に伴う経費に対して補助
するもの
【伐根により生じる茶樹の処
分費用、圃場環境整備（整地、
土壌改良資材）、転作作物の
苗代、肥料、資材など】

①市内に住所を有する農業者、
農業者で構成された団体、農
業生産法人で40ａ以上耕作し
ている者　②５ａ以上の転作
（作物の指定有）　③耕作して
いる茶畑が２分の１以上残っ
ていること

定額

10万円／10ａ
（転作初年度の
み）

＊上限30万円

茶海外輸出
等支援事業
補助金

輸出に向けた残留農薬調査
や有機JAS認定取得などに係
る経費について補助要件に
基づいて支援するもの

①市内に住所を有する農業者、
農地所有適格法人、荒茶生産
組織、茶商　②国・県等の同
様の補助金等の交付対象と
なっていないこと　など

対象経費
２分の１
以内

上限５万円

経営体樹園
地再編整備
事業

農業者が自ら行う簡易な基
盤整備を県が機動的に助成・
整備するもの（①畑面整備、
②畝向き修正、③枕地・耕
作道の区画拡大、④暗渠排
水、⑤末端畑地かんがい設
備）

①区画を拡大する茶園（暗渠
排水、末端畑地かんがい設備
は除く）　②対象園地全てを担
い手が耕作すること　など

［国］
定額

一般的な工事
費の50％相当
額を定額で助
成
施工は、農業者
自らが実施

志太榛原農
林事務所
農村整備課
☎054
（644）9123

多面的機能
支払交付金
事業

農地の多面的機能の維持・
発揮のための地域活動や営
農活動に対して支援するも
の

地区で立ち上げた活動組織が
行う農地法面の草刈り、水路
の泥上げ、水路・農道・ため
池などの軽微な補修、植栽に
よる景観形成、施設の長寿命
化のための活動（＊）に対し
て支援
＊市で認定した事業計画に基
づく

詳細はお問い合わせください
お茶振興課
基盤整備係
☎532621

上記のほか、「強い農業づくり総合支援交付金」や「産地生産基盤パワ－アップ事業」、「CHAOIプロジェクト推進事業」、「農業基
盤整備促進事業」、「経営所得安定対策」などさまざまな補助事業があります。事業では、農産物処理加工施設（荒茶加工機械
など）、集出荷貯蔵施設、防霜施設などの整備と更新や、農業用機械等の導入（リース導入）、茶園の改植、基盤整備（区画整理）
などができます。それぞれ条件などがありますので、事前にお茶振興課または農林水産課へお問い合わせください。


